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白岡市介護保険条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

（保険料の額） （保険料の額） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度

における法第１２９条第２項に規定する保険料

の額は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第

９条第１号に規定する者をいう。以下同じ。）の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度

における法第１２９条第２項に規定する保険料

の額は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第

９条第１号に規定する者をいう。以下同じ。）の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ２９，９００円 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ２９，５００円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４５，

１００円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４１，

３００円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４５，

４００円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４４，

２００円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，

３００円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５３，

１００円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６５，

８００円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５９，

０００円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７９，０００円 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７０，８００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ８８，９００円 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ７９，６００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ９２，２００円 ⑻ 次のいずれかに該当する者 ８２，６００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⑼ 次のいずれかに該当する者 １０５，４００

円 

⑼ 次のいずれかに該当する者 ９４，４００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⑽ 次のいずれかに該当する者 １０８，７００

円 

⑽ 次のいずれかに該当する者 ９７，３００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １１５，３００

円 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １０３，２００

円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １１８，６００

円 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １０６，２００

円 
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ア・イ 略 ア・イ 略 

⒀ 次のいずれかに該当する者 １２１，９００

円 

⒀ 次のいずれかに該当する者 １０９，１００

円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⒁ 次のいずれかに該当する者 １２５，１００

円 

⒁ 次のいずれかに該当する者 １１２，１００

円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⒂ 次のいずれかに該当する者 １３８，３００

円 

⒂ 次のいずれかに該当する者 １１５，０００

円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⒃ 次のいずれかに該当する者 １４４，９００

円 

⒃ 次のいずれかに該当する者 １２０，９００

円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

⒄ 前各号のいずれにも該当しない者 １５１，

５００円 

⒄ 前各号のいずれにも該当しない者 １２６，

８００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和

８年度までの各年度における保険料の額は、同号

の規定にかかわらず、１８，７００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度における保険料の額は、同号

の規定にかかわらず、１７，７００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被

保険者についての保険料の減額賦課に係る令和

６年度から令和８年度までの各年度における保

険料の額について準用する。この場合において、

前項中「１８，７００円」とあるのは、「３１，

９００円」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被

保険者についての保険料の減額賦課に係る令和

３年度から令和５年度までの各年度における保

険料の額について準用する。この場合において、

前項中「１７，７００円」とあるのは、「２６，

５００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度における

保険料の額について準用する。この場合におい

て、第２項中「１８，７００円」とあるのは、「４

５，１００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料の額について準用する。この場合におい

て、第２項中「１７，７００円」とあるのは、「４

１，３００円」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取

得、喪失等があった場合の保険料の額） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取

得、喪失等があった場合の保険料の額） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有

するに至った者及び同号イ⑴に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有

するに至った者及び同号イ⑴に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、
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第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９

号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は

第１３号ロに該当するに至った第１号被保険者

に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の

属する月の前月まで月割りにより算定した当該

第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当す

るに至った日の属する月から令第３９条第１項

第１号から第１３号までのいずれかに規定する

者として月割りにより算定した保険料の額の合

計額とする。 

第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第

９号ロに該当するに至った第１号被保険者に係

る保険料の額は、当該該当するに至った日の属す

る月の前月まで月割りにより算定した当該第１

号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに

至った日の属する月から令第３９条第１項第１

号から第９号までのいずれかに規定する者とし

て月割りにより算定した保険料の額の合計額と

する。 

４ 略 ４ 略 

  

 


